
地域再生計画新旧対照表 
新 旧 

１～３ （略） 
４．地域再生計画の目標  (略) 

(目標１) 汚水処理施設の整備促進 
公共下水道、農業集落排水、浄化槽整備３事業による汚水処理人口普及率を

７５％から９２．８％に向上させる。 
５．目標を達成するために行う事業 
（５－１） （略） 
（５－２）法第五章の特別の措置を適用して行う事業   
 汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
  整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。 

[事業主体]～[事業区域]  （略）  
[事業期間] 
 公共下水道      平成１７年度～平成２１年度 

  農業集落排水施設   平成１７年度～平成２２年度 
浄化槽（個人設置型） 平成１８年度～平成２１年度 

[整備量] 
・公共下水道     φ７５～φ４５０  １３，０４０ｍ 
              （単独事業分 ６，８００ｍ） 
・農業集落排水施設  φ７５～φ３５０  ６２，３７０ｍ 
               （単独事業分 ７，３３０ｍ） 
                処理場    １カ所 
・ 浄化槽（個人設置型）           ３４０基 

１～３ （略） 
４．地域再生計画の目標  (略) 

(目標１) 汚水処理施設の整備促進 
公共下水道、農業集落排水、浄化槽整備３事業による汚水処理人口普及率を

７５％から９１．７％に向上させる。 
５．目標を達成するために行う事業 
（５－１） （略） 
（５－２）法第五章の特別の措置を適用して行う事業   
 汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
  整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。 

[事業主体]～[事業区域]  （略）  
[事業期間] 
 公共下水道      平成１７年度～平成２１年度 

  農業集落排水施設   平成１７年度～平成２１年度 
浄化槽（個人設置型） 平成１８年度～平成２１年度 

[整備量] 
・公共下水道    φ７５～φ４５０  １３，０４０ｍ 
              （単独事業分 ６，８００ｍ） 
・農業集落排水施設 φ７５～φ３５０  ５１，２５１ｍ 
              （単独事業分 ５，７４６ｍ） 
               処理場    １カ所 
・ 浄化槽（個人設置型）          ３４０基 



新 旧 
 なお、整備することによる各施設毎の新規処理見込人口は下記のとおり。 

公共下水道      ２，１５０人 
農業集落排水施設   ４，４７０人 
浄化槽（個人設置型） １，０８０人 

 
 [事業費] 
  公共下水道        事業費 １，５８４，０００千円 
             （うち、交付金 ７９２，０００千円） 
               単独事業費 ５６４，９００千円） 
  農業集落排水施設     事業費 ４，７３８，９２０千円 
           （うち、交付金 ２，３６９，４６０千円） 
               単独事業費 ４０３，４２３千円 
   浄化槽（個人設置型）     事業費 １６１，５３５千円 
              （うち、交付金 ５３，８４４千円） 
  合計           事業費 ６，４８４，４５５千円 
           （うち、交付金 ３，２１５，３０４千円） 
              単独事業費  ９６８，３２３千円 
（５－３）（略） 
 
６．計画期間 
   認定の日から平成２３年３月末まで 
 
７．（略） 
８．（略） 

 なお、整備することによる各施設毎の新規処理見込人口は下記のとおり。 
公共下水道      ２，１５０人 
農業集落排水施設   ３，９１０人 
浄化槽（個人設置型） １，０８０人 
 

[事業費] 
  公共下水道        事業費 １，５８４，０００千円 
             （うち、交付金 ７９２，０００千円） 
               単独事業費 ５６４，９００千円） 
  農業集落排水施設     事業費 ４，３３５，９３０千円 
           （うち、交付金 ２，１６７，９６５千円） 
               単独事業費 ３９８，２７２千円 
   浄化槽（個人設置型）     事業費 １６１，５３５千円 
              （うち、交付金 ５３，８４４千円） 
  合計           事業費 ６，０８１，４６５千円 
           （うち、交付金 ３，０１３，８０９千円） 
              単独事業費  ９６３，１７２千円 
（５－３）（略） 
 
６．計画期間 
   認定の日から平成２２年３月末まで 
 
７．（略） 
８．（略） 




